
給付貸付課資格担当   03☎ -5320-6826問合せ先

マイナ保険証の利用登録は解除することもできます。手続の詳細は当共済組合のホームページをご覧ください。Ａ

Ｑ マイナ保険証の利用登録を解除できますか？

　令和６年12月２日より健康保険証は、マイナ保険証（健康保険証として利用するための登録をしたマイナン
バーカード）を基本とした制度に移行しました。マイナ保険証の利用登録がまだの方はお早めにご登録ください。
　マイナンバーカードの申請・登録方法等の情報は、公立学校共済組合ホームページに
　掲載されている 「使って便利！マイナ保険証」リーフレットをご覧ください▶　　

※１　発行済の健康保険証（組合員証・被扶養者証）は、経過措置により、令和７年12月1日まで使用可能です。
※２　ハガキ型の厚紙。発行済の健康保険証をお持ちの方で、マイナ保険証の利用登録をされていない方等に、令和７年秋に交付

される予定です。
※３　A4の普通紙。共済組合の資格を取得した後、オンライン資格確認等システムへの登録が完了すると、自分の資格情報を簡易

に確認できるよう「資格情報のお知らせ」が交付されます。
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　支部運営審議会とは、支部の所掌する事務のうち、毎年度の事業計画及び
予算決算や、支部の実施する事業に関する重要事項を審議する場です。
　令和６年度の第２回公立学校共済組合東京支部運営審議会は12月19日
（木）に開催され、以下の事項について審議等されました。

令和６年度第２回公立学校共済組合
東京支部運営審議会 について

支部運営審議会の報告

マイナ保険証の利用登録はお済みですか？
マイナ保険証のご案内

●審議事項 令和６年度公立学校共済組合東京支部変更事業計画及び予算（案）
 （業務・保健・貸付各経理）　　　　　　　
令和６年度の変更事業計画及び予算について、審議の結果、承認されました。
●報告事項　令和６年度厚生事業費活用の取組について
かがやきメイト「冬の健康大キャンペーン」等の取組について報告しました。
●その他　マイナ保険証への移行について
マイナ保険証への移行及び組合員証廃止後の対応等について説明しました。
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　保険料（掛金）率は下表のとおりとなります。

令和７年度の実施事業およびその予算を
ご報告します

令和7年度予算・事業のあらまし

令和７年４月以降の保険料（掛金）率に
ついてお知らせします

保険料（掛金）率の改定

●令和7年度　保険料（掛金）率（予定）
区分 標準報酬月額・標準期末手当等

短期
短期 46.6/1,000
福祉 1.41/1,000
計 48.01/1,000

介護 8.04/1,000
厚生年金 91.5/1,000
退職等年金 7.5/1,000

◎後期高齢者医療制度の被保険者とされる75歳以上等の組合員　
　短期掛金 　3.78/1,000　福祉掛金 　1.41/1,000

組合員とその被扶養者が病気・負傷・休業・出産・死亡したとき等に給付を行っています。
　収入総額は665億9,307万円を見込んでおり、支部での各種給付に充てられるとともに、公立共済本
部において高齢者医療制度や福祉事業の財源等の資金となります。また、介護保険にかかる納付金
は、社会保険診療報酬支払基金へ納付されます。

短期給付事業

組合員が退職・死亡したとき等に年金の給付を行っています。
　収入総額は1,408億6,972万円を見込んでおり、全額公立共済本部へ送金され、厚生年金、退職等年
金などとして積み立てられます。

長期給付事業

組合員およびその被扶養者の健康の保持増進を目的として、特定健診、人間ドック、
こころの相談など各種の事業を行っています。
　事業費の総額は13億2,807万円の見込みです。※保健事業の内容はP30～31参照

保健事業

組合員が住宅、教育、結婚等で臨時に資金を必要とする場合に、融資を行います。
　財源は長期財源などからの借入金（公立共済本部からの送金）で、総額は7億2,670万円の見込みです。

貸付事業

福利厚生課経理担当 ☎03-5320-6822問合せ先

福利厚生課経理担当 ☎03-5320-6822問合せ先
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